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兵庫パルプ工業株式会社谷川工場における保安確保について 

 

平成１８年 ４月 ７日 

中部近畿産業保安監督部近畿支部 

 

 

原子力安全・保安院 中部近畿産業保安監督部近畿支部は、兵庫パルプ工業

株式会社谷川工場に対し平成１７年１１月及び平成１８年３月に立入検査を実

施したところ、以下の法令違反等の事実を確認したので、厳重に注意し、今後、

法令遵守を徹底するとともに、再発防止策及び改善策について電気事業法第１

０６条第４項の規定に基づき平成１８年６月３０日までに報告するよう指示し

ました。 

 

１．谷川工場火力発電設備及び電気設備に係る法第５０条の２第３項に基づく

使用前安全管理審査及び法第５５条第４項に基づく定期安全管理審査を受

審していなかった。 

２．電気事業法施行規則第９４条の２第２項第一号に基づく承認を得ず法第５

５条第１項の定期事業者検査を実施していなかった。 

３．接地抵抗値が法定基準を上回っていた。 

４．低圧回路の絶縁抵抗値を測定していなかった。 

５．配管肉厚の測定結果を技術基準に適合しているか確認していなかった。 

 

 

（お問い合わせ先） 
中部近畿産業保安監督部近畿支部 電力安全課 
   担当者：八島課長、友利補佐 

電 話：０６－６９６６－６０４７(直通)  
   F A X：０６－６９６６－６０９２ 

 


